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第６章  許可の承継について 
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①事前に事業譲渡等

について認可を申請 

②許可行政庁において申請内容について審査 

④事業譲渡等の日に建設

業許可についても承継 

③認可について通知（不認可の場合

はその旨を通知） 

１ 許可の承継について 

建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合は、譲渡、合併又は分割後の

会社は新たに建設業許可を取り直すことが必要となり、新しい建設業許可が下りるまで

の間に建設業を営むことができない空白期間が生じており、不利益が生じていました。 

このため、令和２年１０月１日施行の建設業法の改正において、事業承継の規定が整

備され、事前の認可を受けることで建設業許可を承継することが可能となりました。 

また、建設業者が死亡した場合においても、被相続人の死亡後３０日以内に認可の申

請をすることで建設業許可を承継することが可能となりました。 

 

２ 認可制度の概要 

 （１）譲渡及び譲受け並びに合併及び分割（法第１７条の２） 

建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡等を行う場合において、譲受人があら

かじめ国土交通大臣又は都道府県知事に認可申請をし、認可を受けたときは、その

効力の発生日に建設業者としての地位を承継することができます。 

 

【手続きの流れ】 

 

建設業者 A 

建築（特定） 

 

建設業者 B 

土木（特定） 

大工（一般） 

 

 

 

 

【法人成りについて】 

個人事業の法人化（法人成り）は、法人を設立した上で、当該法人と個人事業主との間

で譲渡契約を締結することにより譲渡及び譲受けの認可申請の対象となります。 

 この際、法人設立後も譲渡日までは、個人事業主として営業をする必要があります。譲

渡日前に法人が営業活動をした場合は、経営管理責任者や専任技術者としての常勤性を欠

くことになり、個人事業主としての建設業の許可要件を満たさなくなり、建設業の許可が

取り消しとなることがあります。 

 

 

事業譲渡等の日 

建設業者 B 

土木（特定） 

大工（一般）

建築（特定） 

許可行政庁 
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30日以内 

死亡 

①建設業者死亡後 30 日以内

に相続の認可を申請 

②許可行政庁において申請内容について審査 

③認可について通知（不認可

の場合はその旨を通知） 

〈相続人〉 

建設業者 A 

（個人事業主 Y） 

（２）相続（法第１７条の３） 

建設業者（被相続人）が死亡した場合において、当該建設業者（被相続人）の相

続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするときは、その相

続人は被相続人の死亡後３０日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に認可申請を

し、認可を受けたときは建設業者としての地位を承継することができます。 

 

【手続きの流れ】 

 

〈被相続人〉 

建設業者 A 

（個人事業主 X） 

 

 

 

 

３ 認可の要件 

認可を受ける場合は下記のすべての要件を満たしていることが必要です。 

（１）事業承継の場合は、効力発生日前までに認可を受けること。 

相続の場合は、被相続人死亡後３０日以内に認可申請を行い、認可を受けるこ

と（最終日が土・日・祝日等閉庁日の場合は、休日の翌日が申請期限になりま

す。）。 

 

（２）被承継人（被相続人）の建設業の全部を承継すること。 

被承継人（被相続人）が受けていた建設業許可の全部を承継人（相続人）に承

継させる必要があります。被承継人（被相続人）が受けていた建設業許可の一部

のみを承継させることはできません。被承継人（被相続人）が現に有する業種の

うち、承継人（相続人）への承継を要しない業種がある場合は、認可申請の日の

前までに承継を要しない業種について廃業届を提出してください。 

 

■ 認可制度の対象となる場合 

ｃ 

 

 

 

 

 

被承継人 

・土木工事業（特定） 

・舗装工事業（一般） 

・造園工事業（一般） 

承継人 

・建築工事業（特定） 

・舗装工事業（一般） 

・左官工事業（一般） 

承継後 

・土木工事業（特定）  

・建築工事業（特定） 

・舗装工事業（一般） 

・造園工事業（一般） 

・左官工事業（一般） 

許可行政庁 
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（３）被承継人（被相続人）と承継人（相続人）が同一業種について異なる区分の許

可を受けていないこと。 

被承継人（被相続人）と承継人（相続人）が同じ業種の許可を受けている場合

は、区分（一般・特定）が同一の場合に限り承継することができます。区分が異

なる場合は、認可申請前に、一般・特定どちらかの建設業許可を廃業する必要が

あります。 

 

■ 認可制度の対象とならない場合① 

一般建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業許可のいずれか同一種類の

建設業に係る特定建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐ場合 

 

 

 

 

 

 

■ 認可制度の対象とならない場合② 

特定建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業許可のいずれか同一種類の

建設業に係る一般建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐ場合 

 

 

 

 

 

 

（４）承継後の全ての業種について、承継人（相続人）が許可の要件を満たしている

こと 

承継者（相続人）は、承継後に有することになる全ての業種について、許可の

要件を満たす必要があります。ただし、申請時点で承継人（相続人）が建設業許

可の許可を受けていなくても、事業譲渡等によって被承継人の役員や従業員が承

継人（相続人）に移ることで許可の要件を満たす場合は、承継は可能です。 

 

４ 事前相談 

認可申請を行おうとする場合は、できるだけ早く（遅くとも承継の効力発生日２か月

前までに）御相談ください。相談なく認可申請をされた場合は、不備の補正に時間がか

かり、承継の効力発生日までに認可できないおそれがあります。 

被承継人 

・土木工事業（特定） 

・舗装工事業（特定） 

・造園工事業（一般） 

承継人 

・建築工事業（特定） 

・舗装工事業（一般） 

・左官工事業（一般） 

承継人が舗装工事業

（一般）を事前に廃業

することで認可が可能

となる。 

 

被承継人 

・土木工事業（特定） 

・舗装工事業（一般） 

・造園工事業（一般） 

承継人 

・建築工事業（特定） 

・舗装工事業（特定） 

・左官工事業（一般） 

被承継人が舗装工事業

（一般）を事前に廃業

することで認可が可能

となる。 
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また、相談を受けた場合の申請であったとしても、審査の結果、補正指示、拒否処

分、取下げ等となる場合があります。 

 

５ 申請方法 

認可申請については、紙申請のみです（電子申請は行っていません。）。 

 

６ 申請及び相談受付場所・時間 

申請及び相談受付場所・時間は、次のとおりです。 

提出場所 

山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室 

甲府市丸の内一丁目６番１号 北別館３階 

電話０５５－２３７－１１１１（代表） 

０５５－２２３－１８４３（直通） 

受付時間 

月～水曜日の午前９時～１１時、午後１時～４時 

※ 年末年始、年度末年度始は書類整理等のため受付できないことがありますの

で、事前に電話や山梨県 HPにてご確認ください。 

【留意事項】 

○ 審査では、申請内容が「許可の基準」を満たしているか、記入漏れはないか、内容が

適切か、証明（疎明）は十分かなどを許可申請書類に即して確かめます。 

○ 審査は完成書類の審査なので、下書き段階での作成指導には応じかねます。 

 

７ 申請手数料 

申請手数料はかかりません。 

 

８ 許可番号 

原則として、被承継人（被相続人）の許可番号を使用します。ただし、承継人（相続

人）も建設業許可を有している場合は、承継人（相続人）がいずれの許可番号を使用す

るかを選択することになります。 

 

９ 許可の有効期限 

【事業承継後の許可の有効期間】 

認可後の許可の有効期間は、承継の日における残存の建設業許可の有効期間にかか

わらず、当該承継の日の翌日から５年間です。 

【例】事業承継日が令和５年４月１日の場合 

    許可の有効期間 令和５年４月１日から令和１０年４月１日まで（５年＋１日） 

    更新の有効期間 令和１０年 4月２日から令和１５年４月１日まで 
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【相続後の許可の有効期間】 

認可後の有効期間は、当該相続に係る建設業許可及び被相続人が受けている建設業

許可に係る有効期間の残存にかかわらず、被相続人の死亡日の翌日から５年間です。 

なお、認可の申請をした場合は、認可申請に対する処分があるまでは、相続人は建

設業許可を受けたものとして扱われます。 

【例】被相続人の死亡日が令和５年４月１日の場合 

    許可の有効期間 令和５年４月１日から令和１０年４月１日（５年＋１日） 

 

10 認可の通知 

認可通知書は申請者に対して郵送します。 

認可通知書は再発行できません。認可をしたことについての証明書も発行できませ

ん。 

なお、承継人（相続人）が建設業許可を有していることについては、承継の効力発生

日後に窓口において「建設業許可証明書」を発行できます（手数料 400円/枚（山梨県

収入証紙で納付））。 

 

11 承継の範囲 

「建設業者としての地位を承継する」とは、法第３条の規定による建設業の許可（更

新を含む。）を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人（相続

人）は被承継人（被相続人）と同じ地位に立つこととなります。このため、建設業者と

しての地位の承継人（相続人）は被承継人（被相続人）の受けた法に基づく監督処分や

経営事項審査の結果についても、承継することとなります。 

一方、法第４５条から法第５５条までに規定される罰則については、建設業者として

の立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人（被相続人）

という法人（個人）そのものに対して刑罰を科すものであるため、刑罰については、承

継されません。 

 

12 認可申請等の取り下げ 

認可申請が法令で定める基準、認可の審査基準日に適合しない場合は、申請により求

められた認可申請を拒否します。 

 

13 認可申請書類及び確認書類 

確認書類は、３７頁以降を参照してください。次頁に記載されていない様式や３７頁

以降にない確認資料等についても提出を求めることがあります。 

承継人（相続人）の承継予定日時点での状況で作成してください。確認資料等も、基

本的に承継人に関するものが必要となります。 



申請書及び添付書類

法人成り

様式第二十二号の五 譲渡及び譲受け認可申請書 ○ ○

 別紙一 役員等の一覧表（注１） ○ ○

 別紙二 営業所一覧表 ○ ○

 別紙三 専任技術者一覧表 ○ ○

様式第二号 工事経歴書（直前１期） ○ ○

様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○ ○

様式第四号 使用人数 ○ ○

様式第六号 誓約書 ○ ○

様式第二十二号の六 誓約書（健康保険等に関する届出について）※ △ △ ※申請時に、様式第七号の三が提出不可の場合に提出

様式第十一号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 △ △

様式第十五号 貸借対照表（法人用）　※法人成りの場合は法人設立時点のもの ○ ○

様式第十六号 損益計算書（法人用） ○ －

様式第十七号 株主資本等変動計算書 ○ －

様式第十七号の二 注記表 ○ －

事業報告書（株式会社のみ提出） ○ －

様式第十七号の三 付属明細表（資本金が１億円以上の株式会社のみ提出）（注２） ○ －

様式第十八号 貸借対照表（個人用） ○ ○

様式第十九号 損益計算書（個人用） ○ ○

定款（個人事業主は不要） ○ ○

様式第二十号 営業の沿革 ○ ○ 新設法人の場合、承継日から30日以内

様式第二十号の二 所属建設業者団体 ○ ○ 新設法人の場合、承継日から30日以内

様式第二十号の三 主要取引金融機関名 ○ ○

様式第七号の三 健康保険等の加入状況 ○ ○ 承継日から2週間以内

様式第七号 常勤役員等（経管等）証明書
 別紙 常勤役員等の略歴書

様式第七号の二 常勤役員等及び常勤役員等直接補佐する者の証明書

 別紙一 常勤役員等の略歴書

 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

様式第八号 専任技術者証明書（新規・変更） ○ ○

卒業証明書 △ △

資格証明書（専任技術者の資格者証のコピーを添付、原本を提示） △ △

監理技術者資格者証 △ △

様式第九号 実務経験証明書 △ △

様式第十号 指導監督的実務経験証明書 △ △

様式第十二号
許可申請者（法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等）の住所、
生年月日等に関する調書

○ ○

様式第十三号
建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関
する調書

△ △

様式第十四号 株主（出資者）調書 ○ ○

【法人】
商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

○ ○

許可申請者及び令第３条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該
当しない旨の登記事項証明書（注３）
又は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能
力を有する旨を記載した医師の診断書

○ ○

許可申請者及び令第３条に規定する使用人が成年被後見人又は被保佐人とみな
される者に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の
長の証明書（注４）
又は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能
力を有する旨を記載した医師の診断書

○ ○

納税証明書
（県事業税証明書・県税事務所発行）

○ ○ 新設法人の場合、法人設立届出書を提出

譲渡契約書の写し ○ ○ 株主総会の承認を受けたもの（承認不要な場合を除く）

【法人】
株主総会若しくは社員総会の決議録又は譲渡及び譲受けに関する
意思の決定を証する書類

○ ○
株主総会議事録
取締役会（社員総会）決議録　等

【○は必要な書類、△は申請者により必要となる書類】

（注１）個人事業主は提出不要。

認可申請書提出書類一覧表（譲渡及び譲受け）

（注２）有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しの提出をもって付属明細表の提出に代えることができるものとする。

○
様式第七号及び別紙
のうち該当するもの

○
様式第七号
及び別紙の
うち該当す

るもの

※１提出書類以外に、確認書類が必要となります。「建設業許可の手引
き」で確認してください。
※２認可申請書類は、本表の上から順に並べ、ホッチキス止めではなく、
紐又はダブルクリップ等を用いて綴じてください。

譲渡及び譲受け

認可申請書

（注３）法人の場合はその役員及び令第３条に定める使用人、個人の場合は申請者及び支配人について、法務局及び地方法務局において交付を受けたもの。

（注４）法人の場合はその役員及び令第３条に定める使用人、個人の場合は申請者及び支配人について、本籍地の市区町村において交付を受けたもの。

様式番号 備考（提出期日等）
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申請書及び添付書類

合併 分割

様式第二十二号の七 合併認可申請書 ○ ―

様式第二十二号の八 分割認可申請書 ― ○

 別紙一 役員等の一覧表（注１） ○ ○

 別紙二 営業所一覧表 ○ ○

 別紙三 専任技術者一覧表 ○ ○

様式第二号 工事経歴書（直前１期） ○ ○ 新設法人は不要

様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○ ○ 新設法人は不要

様式第四号 使用人数 ○ ○

様式第六号 誓約書 ○ ○

様式第二十二号の六 誓約書（健康保険等に関する届出について）※ △ △
※申請時に、様式第七号の三が提出不可の場
合に提出

様式第十一号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 △ △

様式第十五号 貸借対照表（法人用） ○ ○

様式第十六号 損益計算書（法人用） ○ ○

様式第十七号 株主資本等変動計算書 ○ ○

様式第十七号の二 注記表 ○ ○

事業報告書（株式会社のみ提出） ○ ○

様式第十七号の三 付属明細表（資本金が１億円以上の株式会社のみ提出）（注２） ○ ○

定款 ○ ○

様式第二十号 営業の沿革 ○ ○ 新設法人の場合、承継日から30日以内

様式第二十号の二 所属建設業者団体 ○ ○ 新設法人の場合、承継日から30日以内

様式第二十号の三 主要取引金融機関名 ○ ○

様式第七号の三 健康保険等の加入状況 ○ ○ 承継日から2週間以内

様式第七号 常勤役員等（経管等）証明書
 別紙 常勤役員等の略歴書
様式第七号の二 常勤役員等及び常勤役員等直接補佐する者の証明書
 別紙一 常勤役員等の略歴書
 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
様式第八号 専任技術者証明書（新規・変更） ○ ○

卒業証明書 △ △

資格証明書（専任技術者の資格者証のコピーを添付、原本を提示） △ △

監理技術者資格者証 △ △

様式第九号 実務経験証明書 △ △

様式第十号 指導監督的実務経験証明書 △ △

様式第十二号
許可申請者（法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等）の住所、生年
月日等に関する調書

○ ○

様式第十三号
建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関す
る調書

△ △

様式第十四号 株主（出資者）調書 ○ ○

商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ■ ■

許可申請者及び令第３条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当し
ない旨の登記事項証明書（注３）
又は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を
有する旨を記載した医師の診断書

○ ○

許可申請者及び令第３条に規定する使用人が成年被後見人又は被保佐人とみなさ
れる者に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証
明書（注４）
又は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を
有する旨を記載した医師の診断書

○ ○

納税証明書
（県事業税証明書・県税事務所発行）

○ ○ 新設法人の場合、法人設立届出書を提出

株主総会若しくは社員総会の決議録又は譲渡及び譲受けに関する意
思の決定を証する書類

○ ○
株主総会議事録
取締役会（社員総会）決議録　等

合併方法・条件の記載された書類 ○ ― 合併契約書の写し及び合併比率説明書

分割方法・条件の記載された書類 ― ○
分割契約書の写し（新設の場合は分割計画書）
及び分割比率説明書

【○は必要な書類、△は申請者により必要となる書類、■は合併・分割により新設される法人以外は必要な書類】

（注１）個人事業主は提出不要。

認可申請書提出書類一覧表（合併及び分割）

（注２）有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しの提出をもって付属明細表の提出に代えることができるものとする。

（注３）法人の場合はその役員及び令第３条に定める使用人、個人の場合は申請者及び支配人について、法務局及び地方法務局において交付を受けたもの。

（注４）法人の場合はその役員及び令第３条に定める使用人、個人の場合は申請者及び支配人について、本籍地の市区町村において交付を受けたもの。

備考（提出期日等）※１提出書類以外に、確認書類が必要となります。「建設業許可の手引き」で
確認してください。
※２認可申請書類は、本表の上から順に並べ、ホッチキス止めではなく、紐
又はダブルクリップ等を用いて綴じてください。

様式番号

認可申請書

○
様式第七号及
び別紙のうち該

当するもの

○
様式第七号及
び別紙のうち該

当するもの
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申請書及び添付書類

相続

様式第二十二号の十 相続認可申請書 ○

 別紙二 営業所一覧表 ○

 別紙三 専任技術者一覧表 ○

様式第二号 工事経歴書（直前１期） ○

様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○

様式第四号 使用人数 ○

様式第六号 誓約書 ○

様式第二十二号の十一 誓約書（健康保険等に関する届出について） △
※申請時に、様式第七号の三が提出不可の
場合に提出（適用除外の場合は提出不要）

様式第十一号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 △

様式第二十号 営業の沿革 ○

様式第二十号の二 所属建設業者団体 ○

様式第二十号の三 主要取引金融機関名 ○

様式第七号の三 健康保険等の加入状況 ○ 認可を受けた日から2週間以内

様式第七号 常勤役員等（経管等）証明書
 別紙 常勤役員等の略歴書
様式第七号の二 常勤役員等及び常勤役員等直接補佐する者の証明書
 別紙一 常勤役員等の略歴書

 別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

様式第八号 専任技術者証明書（新規・変更） ○

卒業証明書 △

資格証明書（専任技術者の資格者証のコピーを添付、原本を提示） △

監理技術者資格者証 △

様式第九号 実務経験証明書 △

様式第十号 指導監督的実務経験証明書 △

様式第十二号
許可申請者（法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等）の住所、生
年月日等に関する調書

○

様式第十三号
建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関す
る調書

△

許可申請者及び令第３条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当し
ない旨の登記事項証明書（注１）
又は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を
有する旨を記載した医師の診断書

○

許可申請者及び令第３条に規定する使用人が成年被後見人又は被保佐人とみなさ
れる者に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証
明書（注２）
又は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を
有する旨を記載した医師の診断書

○

事業開始届出書 ○

申請者と被相続人との続柄を証する書類（戸籍謄本等） ○

当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相
続人の同意書（誓約書）

△
申請者以外に相続人がいる場合
（申請者以外の全ての相続人の住所及び氏
名を記載）

【○は必要な書類、△は申請者により必要となる書類】

認可申請書提出書類一覧表（相続）

（注１）申請者及び支配人について、法務局及び地方法務局において交付を受けたもの。

（注２）申請者及び支配人について、本籍地の市区町村において交付を受けたもの。

様式番号 ※１提出書類以外に、確認書類が必要となります。「建設業許可の手引き」で
確認してください。
※２認可申請書類は、本表の上から順に並べ、ホッチキス止めではなく、紐
又はダブルクリップ等を用いて綴じてください。

備考（提出期日等）

認可申請書

○
様式第七号のいずれ

か
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

3 5 7

認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

譲渡及び譲受け後に
営 業 し よ う と す る
建 設 業

3 5 6 10 15 20

30

０ ８

2515103 5

3 5 10 15 20

号第
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

引き続き使用する許
可 番 号

０ ６

個 人 の 氏 名

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
１ ２

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

１ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

１ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

円０ ５

＜譲受人に関する事項＞

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

日０ ３

０ ４

令和 年 月

譲 渡 及 び 譲 受 け
の 理 由

譲 渡 及 び 譲 受 け
の 価 格

７

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

譲渡人申請者
地方整備局長

令和　　　　年　　　　月　　　　日

項 番

商 号 又 は 名 称

譲 渡 及 び 譲 受 け
年 月 日

令和

15

年

月

知事

０ １

5

特

大臣

3

コード

知事 譲受人
北海道開発局長

許可 （

殿

）

０

（用紙Ａ４）

譲　渡　及　び　譲　受　け　認　可　申　請　書

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。

1０

様式第二十二号の五（第十三条の二関係）

1０

（第１面）

日
国土交通大臣

10

号

11

知事
年第

般
－

5

日月

7

０

０

3

２ 令和

ガしゆ管 タ 鋼 舗 板筋土 建 大 左 と 石 屋 電 清絶 通 園 井 具 水 消塗 防 内 機

5

３

コード
知事

3

13

大臣

許 可 番 号

認 可 申 請 年 月 日

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3

１ 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15 20

１ ４

フ ァ ッ ク ス 番 号

郵 便 番 号 １ ５ －

5

電 話 番 号

3 4 5 10

10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 日

35 40

13 15

25 30

譲 渡 及 び 譲 受 け後
の 主 た る 営 業 所の
所 在 地 23

法人又は個人の別 １ ６

20 25

（千円）

月

3
建設業以外に行つている営業の種類

１ ７ （ ）兼 業 の 有 無

3 5

大臣 コード
知事

10

（ ）

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定
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解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

3 5 6 10 15 20

年 月 日
知事 特

号 令和許可 （
般

－ ） 第

11 13 15

許 可 番 号 ２ ９
国土交通大臣

大臣 コード
知事

3 5 10

兼 業 の 有 無 ２ ８ （

3
建設業以外に行つている営業の種類

）

25

法人又は個人の別 ２ ７ （千円）（ ）

13 15 203 4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 ２ ６

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５

＜譲渡人に関する事項＞

3 5 10 15 20

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

２ ２

清舗 防 園

２ ０

１ ９

5 10 15 20

23 25 30 35 40

2010 153

１

5

23 25 30 35 40

3 5 10
支配人の氏名

個 人 の 氏 名
代 表 者 又 は

２ ３

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3

２ ４

（用紙Ａ４）

（第２面）

市区町村名都道府県名

5

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称 ２

大 電 しゆ土
譲 り 渡 す
建 設 業

3

ファックス番号

所属等 氏名 電話番号

管 タ 具 水 消機屋 板 ガ 塗建 左 と 石 通 井絶鋼 筋 内
１.一般

２.特定
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譲渡及び譲受け認可申請書 
記載要領 

 

１   「申請者」の欄 

法・個別 記載内容 

法人 本店（登記上の住所）の所在地、商号及び代表者氏名を記載 

個人 所在地、名称及び氏名を記載 

 

２ 「地方整備局長 

 北海道開発局長 

 山 梨 県 知 事 」 

「国土交通大臣    「般 

        及びに   ついては、不要のものを消す。 

知事」    特」 

 

３   項番０３ 「譲渡及び譲受け年月日」の欄は、譲渡及び譲受けを行う年月日を記入する。 

 

４   項番０４ 「譲渡及び譲受けの理由」の欄は、譲渡及び譲受けを行う理由を簡潔に記入する。 

 

５   項番０６ 「引き続き使用する許可番号」の欄は、譲渡する建設業又は譲受人が現在有している建設

業の許可番号のうち引き続き使用する許可番号を記入する。ただし、建設業の許可を行った者と認可を

行う者が異なる場合は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しない。  

 

６   項番０７ 「譲渡及び譲受け後に譲受人が営業する建設業」の欄は、この申請により認可を受け譲渡

及び譲受けが行われた後に営業する建設業について、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場

合は「２」を記入する。 

 

７   項番０８ 「認可申請時において譲受人が許可を受けている建設業」の欄は、譲受人が建設業者であ

る場合に、認可申請時において許可を受けている建設業について、６と同じ要領で記入する。 

 

８   項番０９又は項番２０ 「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁

音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱う。なお、株式会社等法人の種類を

表す文字については、フリガナは記入しない。 

 

９   項番１０又は項番２１ 「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を

用いる。 
 

種  類 略 号 種  類 略 号 

株 式 会 社  （株） 協 同 組 合 （同） 

特例有限会社 （有） 協 業 組 合 （業） 

合 資 会 社  （資） 企 業 組 合 （企） 

合 名 会 社  （名） 合 同 会 社 （合） 

 

１０  項番１１又は項番２２ 「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、８と同様に記入する。ただし、姓

と名の間は１マス空ける。 

 

１１  項番１２又は項番２３ 「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名

を、個人の場合はその者の氏名をそれぞれ姓と名の間に１カラム空けて記入する。 

 

１２  「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合に支配人すなわち事業主にかわってその営業に関

する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人として登記した使用人を置いている

場合に記入する。 

 

１３  項番１３ 「譲渡及び譲受け後の主たる営業所の所在市区町村コード」の欄又は項番２４ 「主たる営
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業所の所在市区町村コード」の欄は、「山梨県市町村コード番号表」（４８頁）を参照して記入する。 

 「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町

村名を記入する。 

 

１ ４   項番１４ 「譲渡及び譲受け後の主たる営業所の所在地」又は項番２５ 「主たる営業所の所在地」

の欄は、市町村名に続く町名、地番等を記入する。また、「丁目 」 、「番 」及び「号 」につ

いては、「－ 」 （ハイフン）を用いる。 

 

１５   項番１５又は項番２６ のうち「電話番号」の欄は、市議局番、局番及び番号をそれぞれ「‐」（ハイフ

ン）で区切り、左詰めで記入する。 

 

１６   項番１６又は項番２７ のうち「資本金額又は出資総額」の欄は、申請者が法人の場合にのみ記入

し、株式会社にあっては資本金額を、それ以外の法人にあっては出資総額を記入し、申請者が個人の

場合には記入しない。 

「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第２条第 15項に規定する法人番号をいう。）

の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入する。 

 

１ ７   項番１７  「兼業の有無」の欄は、建設業以外に行っている営業がある場合は、「 １ 」

を記入し右側に具体的にその営業の種類を記入する。それ以外の場合は「 ２ 」と記入す

る。 

 

１８   項番１８又は項番２９ 「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ譲受人又は譲渡人が現在

許可を受けている建設業について記入する。 

 

１ ９   項番１９  「譲り渡す建設業」の欄は、この申請書により譲渡及び譲受けの認可を申

請する譲渡人が許可を受けている建設業を６と同じ要領で記入する。  

 

◎誤記入及び不備な例 

 

① 申請年月日が記入されていない。不要な文字が消されていない。 

② 「フリガナ」欄で、濁音、半濁音を表す文字が１文字として扱われていない。 

③ 項番１４又は項番２５ 「主たる営業所の所在地」が市町村名から記入されている。 

④ 項番１６又は項番２７ 「資本金額又は出資総額」の欄の金額の単位が誤っている。 

⑤ 項番１７ 「兼業の有無」の欄に「１」が記入されているにもかかわらず、右側に営業の種類が記入さ

れていない。 

⑥ 項番１１・１２・２２・２３ について、姓と名の間が１カラム空いていない。 

 



令和　　　年　　　月　　　日

別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限
  る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。
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別紙二

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

(

解消

(

解

(

解

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)

清
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

5 10 15 20

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3

8 5 都道府県名

23 25 30 35 40

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

3 5 10 15 20

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)

消 清
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

)
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ 板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

主 た る 営 業 所 の
名 称

土 建 大 左 と

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

10 11 13 15

許 可 番 号 8 2

大臣 コード
知事

項 番 3 5

（用紙Ａ４）

営業所一覧表

項 番 3

区 分 8 1 1
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別紙三

令和　　　年　　　月　　　日

専 任 の 技 術 者 の 氏 名

専任技術者一覧表

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

認可申請時に おい
て合併存続法 人が
許可を受けて いる
建 設 業

合併後の主たる営業
所の所在地市町村
コ ー ド

地方整備局長

合 併
の 理 由

合 併 の 価 格

申請者

知事
項 番

１

5

知事

合 併 年 月 日

令和

15

年

月

大臣

3

コード

第

北海道開発局長

許可 （

殿

）０許 可 番 号

０

（用紙Ａ４）

合　併　認　可　申　請　書

この申請書により、合併の認可を申請します。

１11０

（第１面)

様式第二十二号の七（第十三条の二関係）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

日
国土交通大臣

知事
般

－

5

日月

特

認 可 申 請 年 月 日

11 13

０

10

73

２

土 建 大 左

号

令和

年

商 号 又 は 名 称 １ ０

3 5

都道府県名

と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

０ ７
合併後に営業しよ
う と す る 建 設 業

商 号 又 は 名 称 の
フ リ ガ ナ

０ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

4023 25 30 35

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名 の
フ リ ガ ナ

１ １

3 5 10

代 表 者
１ ２

の 氏 名
3 5

１ ３ 市区町村名

20

合 併 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

１ ４

10 15

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ５ －

（千円）

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 １ ６

3 5 10 15 20

０ ３

3 5 7

令和 年 月 日

０ ４

円０ ５

大臣 コード
知事

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

第 号

　　　　＜合併存続法人又は合併により新設される法人に関する事項＞

3 5 10 15 25 30

０ ８

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定
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１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

認可申請時に合併
消滅法人が許可を
受けている建設業

11

年

10

号 令和

5

国土交通大臣

大臣 コード
知事

3

知事

13 15

許 可 番 号 １ ８ 月許可 （
般
特

－ ） 第

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７

ファックス番号

（ ）

所属等 氏名 電話番号

日

　　　＜合併消滅法人に関する事項＞
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

１ ９

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名 の
フ リ ガ ナ

２ ２

代 表 者
２ ３

の 氏 名

3 5 10

４ 都道府県名
主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２

20

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 ２ ６ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 ２ ７ （千円）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ （ ）

大臣 コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９
国土交通大臣

許可 （
般

－ ） 第 号 令和 日
知事 特

（用紙Ａ４）

（第２面）

年 月

１.一般

２.特定
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合併認可申請書 
記載要領 

 

１   「申請者」の欄は、法人の本店（登記上の住所）の所在地、商号及び代表者氏名を記載する。 

 

２ 「地方整備局長  

 北海道開発局長 

 山 梨 県 知 事」 

「国土交通大臣    「般 

        及びに    ついては、不要のものを消す。 

知事」    特」 

 

３   項番０３ 「合併年月日」の欄は、合併を行う年月日を記入する。 

 

４   項番０４ 「合併の理由」の欄は、合併を行う理由を簡潔に記入する。 

 

５   項番０６ 「合併後に引き続き使用する許可番号」の欄は、合併消滅法人又は合併存続法人が現在

有している建設業の許可番号のうち引き続き使用する許可番号を記入する。ただし、建設業の許可を

行った者と認可を行う者が異なる場合は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しない。  

 

６   項番０７ 「合併後に営業しようとする建設業」の欄は、この申請により認可を受け合併が行われた後

に営業する建設業について、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を記入する。 

 

７   項番０８ 「認可申請時において合併存続法人が許可を受けている建設業」の欄は、合併存続法人

が建設業者である場合に、認可申請時において許可を受けている建設業について、６と同じ要領で記

入する。 

 

８   項番０９又は項番２０ 「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁

音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱う。なお、株式会社等法人の種類を

表す文字については、フリガナは記入しない。 

 

９   項番１０又は項番２１ 「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を

用いる。 
 

種  類 略 号 種  類 略 号 

株 式 会 社  （株） 協 同 組 合 （同） 

特例有限会社 （有） 協 業 組 合 （業） 

合 資 会 社  （資） 企 業 組 合 （企） 

合 名 会 社  （名） 合 同 会 社 （合） 

 

１０  項番１１又は項番２２ 「代表者の氏名のフリガナ」の欄は、８と同様に記入する。ただし、姓と名の間

は１カラム空ける。 

 

１１  項番１２又は項番２３ 「代表者の氏名」の欄は、代表者の氏名を姓と名の間に１カラム空けて記入す

る。 

 

１２  項番１３ 「合併後の主たる営業所の所在市区町村コード」又は項番２４ 「主たる営業所の所在市町

村コード」の欄は、「山梨県市町村コード番号表」（４８頁）を参照して記入する。 

 「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町

村名を記載する。 

 

１ ３   項番１４ 「合併後の主たる営業所の所在地」の欄又は項番２５ 「主たる営業所の所在地」の欄は、

市町村名に続く町名、地番等を記入する。また、「丁目 」 、「番 」及び「号 」については、

「－ 」 （ハイフン）を用いる。 
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１４   項番１５又は項番２６ のうち「電話番号」の欄は、市議局番、局番及び番号をそれぞれ「‐」（ハイフ

ン）で区切り、左詰めで記入する。 

 

１５   項番１６又は項番２７ 「資本金額又は出資総額」の欄は、株式会社にあっては資本金額を、それ以

外の法人にあっては出資総額を記入する。 

「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第２条第 15項に規定する法人番号をいう。）

の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入する。 

 

１ ６   項番１７  「兼業の有無」の欄は、建設業以外に行っている営業がある場合は、「 １ 」

を記入し右側に具体的にその営業の種類を記入する。それ以外の場合は「 ２ 」と記入す

る。 

 

１７   項番１８又は項番２９ 「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ合併存続法人又は合併消

滅法人が現在許可を受けている建設業について記入する。 

 

１８   項番１９  「認可申請時に合併消滅法人が許可を受けている建設業」の欄は、この申

請書により合併の認可を申請する合併消滅法人が許可を受けている建設業を６と同じ

要領で記入する。  

 

１９   合併消滅法人（建設業者としての地位を承継させる者に限る。）が複数ある場合は、

<合併消滅法人に関する事項 >については、合併消滅法人ごとに記載する。 

 

◎誤記入及び不備な例 

 

① 申請年月日が記入されていない。不要な文字が消されていない。 

② 「フリガナ」欄で、濁音、半濁音を表す文字が１文字として扱われていない。 

③ 項番１４又は項番２５ 「主たる営業所の所在地」が市町村名から記入されている。 

④ 項番１６又は項番２７ 「資本金額又は出資総額」の欄の金額の単位が誤っている。 

⑤ 項番１７ 「兼業の有無」の欄に「１」が記入されているにもかかわらず、右側に営業の種類が記入さ

れていない。 

⑥ 項番１１・１２・２２・２３ について、姓と名の間が１カラム空いていない。 

 



令和　　　年　　　月　　　日

別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限
  る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。
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別紙二

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（用紙Ａ４）

営業所一覧表

項 番 3

区 分 8 1 1

大臣 コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 8 2
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 月 日

（主たる営業所）

主 た る 営 業 所 の
名 称

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

)

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

23 25 30 35 40

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

8 5 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

)

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

23 25 30 35 40

8 5 都道府県名

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 清
営 業 し よ う

8 8

絶

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)

(

解

(

解

(

解消
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別紙三

令和　　　年　　　月　　　日

専 任 の 技 術 者 の 氏 名

専任技術者一覧表

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

年－

認 可 申 請 年 月 日

5

日

号

11

許 可 番 号

3

２ 令和

分割後に営業しよう
と す る 建 設 業

国土交通大臣

7

知事
第

般

令和　　　　年　　　　月　　　　日

日

申請者

10 13

０

（用紙Ａ４）

分　割　認　可　申　請　書

この申請書により、分割の認可を申請します。

１２１０

様式第二十二号の八（第十三条の二関係）

知事
北海道開発局長

許可 （

殿

）

知事

０ １

5

特

大臣

3

コード

15

年

月

月

項 番

０

分 割 年 月 日

令和

と 石

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

地方整備局長

分 割 の 理 由

分 割 の 価 格

土 建 大 左

０ ４

管 タ 鋼 筋屋 電 舗 しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

０ ７

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 １ ０

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

１ １

代 表 者
１ ２

の 氏 名

3 5 10

３ 都道府県名
分割後の主たる営業
所の所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１

20

分割後の主たる営業
所 の 所 在 地

１ ４

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ５ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 １ ６ （千円）

3 5 7

０ ３ 令和 年 月 日

円０ ５

大臣 コード
知事

3 5 10

引き続き使用する許
可 番 号

０ ６
国土交通大臣

号） 第
知事 特

許可 （
般

－

1510

3 5

　　　　＜分割承継法人に関する事項＞

20

（第１面）

10

25 303 5

０ ８

15

認可申請時において
許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

１.一般
２.特定

１.一般

２.特定
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１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

管 タ石 屋 電

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８
国土交通大臣

許可 （
般

－ ） 第 日
知事 特

号 令和 年 月

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７

ファックス番号

（ ）

所属等 氏名 電話番号

土 建 大 左 と

大臣 コード

（第２面）

　　　　＜分割被承継法人に関する事項＞

（用紙Ａ４）

しゆ 板 ガ 井 具 水 消 清塗 防 内 機 絶

１ ９

園通鋼 筋 舗

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

２ ２

代 表 者
２ ３

の 氏 名

3 5 10

４ 都道府県名
主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２

20

主たる営業所の所在
地

２ ５

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 ２ ６ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 ２ ７ （千円）

（ ）

大臣 コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９
国土交通大臣

許可 （
般

－ 月号 令和

２ ８

年） 第

認可申請時に分割被
承継法人が許可を受
け て い る
建 設 業

日
知事 特

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無

１.一般

２.特定
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分割認可申請書 
記載要領 

 

１   「申請者」の欄は、法人の本店（登記上の住所）の所在地、商号及び代表者氏名を記載する。 

 

２ 「地方整備局長  

 北海道開発局長 

 山 梨 県 知 事 」 

「国土交通大臣    「般 

        及びに   ついては、不要のものを消す。 

知事」    特」 

 

３   項番０３ 「分割年月日」の欄は、分割を行う年月日を記入する。 

 

４   項番０４ 「分割の理由」の欄は、分割を行う理由を簡潔に記入する。 

 

５   項番０６ 「分割後に引き続き使用する許可番号」の欄は、分割被承継法人又は分割承継法人が現

在有している建設業の許可番号のうち引き続き使用する許可番号を記入する。ただし、建設業の許可

を行った者と認可を行う者が異なる場合は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しな

い。  

 

６   項番０７ 「分割後に営業しようとする建設業」の欄は、この申請により認可を受け分割が行われた後

に営業する建設業について、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を記入する。 

 

７   項番０８ 「認可申請時において分割承継法人が許可を受けている建設業」の欄は、分割承継法人

が建設業者である場合に、認可申請時において許可を受けている建設業について、６と同じ要領で記

入する。 

 

８   項番０９又は項番２０ 「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁

音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱う。なお、株式会社等法人の種類を

表す文字については、フリガナは記入しない。 

 

９   項番１０又は項番２１ 「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を

用いる。 
 

種  類 略 号 種  類 略 号 

株 式 会 社  （株） 協 同 組 合 （同） 

特例有限会社 （有） 協 業 組 合 （業） 

合 資 会 社  （資） 企 業 組 合 （企） 

合 名 会 社  （名） 合 同 会 社 （合） 

 

１０  項番１１又は項番２２ 「代表者の氏名のフリガナ」の欄は、８と同様に記入する。ただし、姓と名の間

は１マス空ける。 

 

１１  項番１２又は項番２３ 「代表者の氏名」の欄は、姓と名の間は１カラム空けて記入する。 

 

１２  項番１３ 「分割後の主たる営業所の所在市区町村コード」又は項番２４ 「主たる営業所の所在市区

町村コード」の欄は、「山梨県市町村コード番号表」（４８頁）を参照して記入する。 

 「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町

村名を記載する。 

 

１ ３   項番１４ 「分割後の主たる営業所の所在地」の欄又は項番２５ 「主たる営業所の所在地」の欄は、

１ ２により記入した市町村コードによって表される市町村名に続く町名、地番等を記入す

る。また、「丁目」 、「番 」及び「号 」については、「－ 」 （ハイフン）を用いる。  
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１ ４   項番１５又は項番２６  のうち「電話番号」の欄は、市議局番、局番及び番号をそれ

ぞれ「 ‐ 」 （ハイフン）で区切り、左詰めで記入する。  

 

１５   項番１６又は項番２７ 「資本金額又は出資総額」の欄は、株式会社にあっては資本金額を、それ以

外の法人にあっては出資総額を記入する。 

「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第２条第 15項に規定する法人番号をいう。）

の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入する。 

 

１ ６   項番１７  「兼業の有無」の欄は、建設業以外に行っている営業がある場合は、「 １ 」

を記入し右側に具体的にその営業の種類を記入する。それ以外の場合は「 ２ 」と記入す

る。 

 

１７   項番１８又は項番２９ 「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ分割被承継法人又は分割

承継法人が現在許可を受けている建設業について記入する。 

 

１８   項番１９  「認可申請時に分割被承継法人が許可を受けている建設業」の欄は、この申

請書により分割の認可を申請する分割被承継法人が許可を受けている建設業を６と同じ

要領で記入する。  

 

１ ９   分割被承継法人 （建設業者としての地位を承継させる者に限る。）が複数ある場合

は、<分割被承継法人に関する事項 >については、分割被承継法人ごとに記載する。 

 

 

◎誤記入及び不備な例 

 

① 申請年月日が記入されていない。不要な文字が消されていない。 

② 「フリガナ」欄で、濁音、半濁音を表す文字が１文字として扱われていない。 

③ 項番１４又は項番２５ 「主たる営業所の所在地」が市町村名から記入されている。 

④ 項番１６又は項番２７ 「資本金額又は出資総額」の欄の金額の単位が誤っている。 

⑤ 項番１７ 「兼業の有無」の欄に「１」が記入されているにもかかわらず、右側に営業の種類が記入さ

れていない。 

⑥ 項番１１・１２・２２・２３ について、姓と名の間が１カラム空いていない。 

 



令和　　　年　　　月　　　日

別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限
  る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。
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別紙二

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

(

解消

(

解

(

解

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)

清
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

5 10 15 20

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3

8 5 都道府県名

23 25 30 35 40

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

3 5 10 15 20

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)

消 清
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

)
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ 板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

主 た る 営 業 所 の
名 称

土 建 大 左 と

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

10 11 13 15

許 可 番 号 8 2

大臣 コード
知事

項 番 3 5

（用紙Ａ４）

営業所一覧表

項 番 3

区 分 8 1 1
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建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称

別紙三

令和　　　年　　　月　　　日

専 任 の 技 術 者 の 氏 名

専任技術者一覧表
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

１．有
２．無

許可年月日

3

被 相 続 人 の
死 亡 日

兼 業 の 有 無 １ ５ （

申請者

10

建設業以外に行つている営業の種類

10

知事
3 5

被相続人との続柄
１

）

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

23 25 30

月第 日

35 40

号 令和 年

11

国土交通大臣
許可 （

般
－ ）

知事 特

13 15

許 可 番 号 １ ６

5

フ ァ ッ ク ス 番 号

郵 便 番 号 １ ４ － 電 話 番 号

20

１ ３

都道府県名 市区町村名

許 可 番 号

認 可 申 請 年 月 日

5

塗 防

大臣 コード

１

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地
市 区 町 村 コ ー ド

3

１ ２

13

大臣 コード
知事

3

3 5 10 15

内 機屋 電 清絶 通 園 井 具 水 消土 建 大 左 と 石 ガしゆ管 タ 鋼 舗 板筋

０

０

3

２ 令和

5

日月

7

第 令和
般

－ 日
国土交通大臣

10

号

11

知事

０

（用紙Ａ４）

相　続　認　可　申　請　書

この申請書により、建設業の相続の認可を申請します。

1３

様式第二十二号の十（第十三条の三関係）

1０

（第１面）

知事 相続人
北海道開発局長

許可 （

殿

）

知事

０ １

5

特

大臣

3

コード

15

年

月年

項 番

商 号 又 は 名 称

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

地方整備局長

令和　　　　年　　　　月　　　　日

５

年 月令和

０ ７

5

日０ ３

国土交通大臣
許可 （

般

＜相続人に関する事項＞

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

20

認 可 申 請 時 に お い 3

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

０ ８

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

氏 名 の
フ リ ガ ナ

０ ９

3 5 10
支配人の氏名

氏 名
１ ０

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ４ － ）
知事 特

第 号

3 5 10 15

10 15 25 30

て 相 続 人 が 許 可 を
０ ６

受け てい る建 設 業

3 5 7

3 5 6

相続後に相続人が営業し
よ う と す る 建 設 業

10 15 20

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定
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解

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

通 井絶鋼 筋 内タ

（用紙Ａ４）

具 水 消機建 左 と 石 屋 塗

ファックス番号

所属等 氏名 電話番号

管 板 ガ土
許可を受けていた
建 設 業

3

大 電 しゆ

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称 １

5

市区町村名都道府県名

（第２面）

氏 名
２ １

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3

２ ２

3 5 10
支配人の氏名

23 25 30 35 40

９

53 2010 15

23 25 30 35 40

5 10 15 20

１ ８

１ ７

舗 防 園 清

氏 名 の
フ リ ガ ナ

２ ０

203 5 10 15

＜被相続人に関する事項＞

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ３

203 5 10 15

23 25 30 35 40

郵 便 番 号 ２ ４ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

3
建設業以外に行つている営業の種類

）兼 業 の 有 無 ２ ５ （

大臣 コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ６
国土交通大臣

許可 （
般

－ ） 第 年 月 日
知事 特

号 令和

3 5 6 10 15 20

１.一般

２.特定
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相続認可申請書 
記載要領 

 

１   「申請者」の欄は、個人の所在地、名称及び氏名を記載する。 

 

２ 「地方整備局長  

 北海道開発局長 

 山 梨 県 知 事 」 

「国土交通大臣    「般 

        及びに   ついては、不要のものを消す。 

知事」    特」 

 

３   項番０３ 「被相続人の死亡日」の欄は、被相続人の死亡の年月日を記入する。 

 

４   項番０４ 「引き続き使用する許可番号」の欄は、被相続人又は相続人が現在有している建設業の許

可番号のうち引き続き使用する許可番号を記入する。ただし、建設業の許可を行った者と認可を行う者

が異なる場合は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しない。  

 

５   項番０５ 「相続の認可を受けた後に相続人が営業する建設業」の欄は、この申請により認可を受け

建設業者としての地位を承継した後に営業する建設業について、一般建設業の場合は「１」を、特定建

設業の場合は「２」を記入する。 

 

６   項番０６ 「認可申請時において相続人が許可を受けている建設業」の欄は、相続人が建設業者であ

る場合に、認可申請時において許可を受けている建設業について、５と同じ要領で記入する。 

 

７   項番０７又は項番１８ 「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁

音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱う。 

 

８   項番０９又は項番２０ 「個人のフリガナ」の欄は、７と同様に記入する。ただし、姓と名の間は１マス空

ける。 

 

９   項番１０又は項番２１ 「個人の氏名」の欄は、姓と名の間は１カラム空けて記入する。 

 

１０  項番１２ 「相続後の主たる営業所の所在市区町村コード」又は項番２２ 「主たる営業所の所在市区

町村コード」の欄は、「山梨県市町村コード番号表」（４８頁）を参照して記入する。 

 「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町

村名を記載する。 

 

１１   項番１３ 「相続後の主たる営業所の所在地」又は項番２３ 「主たる営業所の所在地」の欄は、９に

より記入した市町村コードによって表される市町村名に続く町名、地番等を記入する。ま

た、「丁目」 、「番 」及び「号 」については、「－ 」 （ハイフン）を用いる。 

 

１２   項番１４又は項番２４ のうち「電話番号」の欄は、市議局番、局番及び番号をそれぞれ「‐」（ハイフ

ン）で区切り、左詰めで記入する。 

 

１ ３   項番１５  「兼業の有無」の欄は、建設業以外に行っている営業がある場合は、「 １ 」

を記入し右側に具体的にその営業の種類を記入する。それ以外の場合は「 ２ 」と記入す

る。 

 

１４   項番１６又は項番２６ のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ相続人又は被相続

人が現在許可を受けている建設業について記入する。 

 

１ ５   項番１７  「被相続人が許可を受けていた建設業 」の欄は、この申請により相続の認

可を申請する被相続人が許可を受けていた建設業を５ と同じ要領で記入する。  
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◎誤記入及び不備な例 

 

① 申請年月日が記入されていない。不要な文字が消されていない。 

② 「フリガナ」欄で、濁音、半濁音を表す文字が１文字として扱われていない。 

③ 項番１２又は項番２２ 「主たる営業所の所在地」が市町村名から記入されている。 

④ 項番１５ 「兼業の有無」の欄に「１」が記入されているにもかかわらず、右側に営業の種類が記入さ

れていない。 

⑤ 項番０９・１０・２０・２１ について、姓と名の間が１カラム空いていない。 

 



別紙一

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

(

解消

(

解

(

解

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)

清
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

5 10 15 20

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3

8 5 都道府県名

23 25 30 35 40

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

3 5 10 15 20

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)

消 清
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

)
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ 板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

主 た る 営 業 所 の
名 称

土 建 大 左 と

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

10 11 13 15

許 可 番 号 8 2

大臣 コード
知事

項 番 3 5

（用紙Ａ４）

営業所一覧表

項 番 3

区 分 8 1 1
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別紙二

令和　　　年　　　月　　　日

専 任 の 技 術 者 の 氏 名

専任技術者一覧表

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分営 業 所 の 名 称
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様式第二十二号の六（第十三条の二関係）

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

　申請者は、第13条の２第８項の規定により読み替えて準用する第７条第２号に規定す
る届書を譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の日から法令で定められた期限までに提
出することを誓約します。

令和　　　年　　　月　　　日

申請者　　　　　　　　　　  

地方整備局長

北海道開発局長

知事

地方整備局長　　

北海道開発局長　　

　　　　　知事　」
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様式第二十二号の十一（第十三条の三関係）

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

　申請者は、第13条の３第６項の規定により読み替えて準用する第７条第２号に規定す
る届書を法令で定められた期限までに提出することを誓約します。

令和　　　年　　　月　　　日

申請者　　　　　　　　　　  

地方整備局長

北海道開発局長

知事

地方整備局長　　

北海道開発局長　　

　　　　　知事　」
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様式二十二号の九（第十三条の二関係） 

 

 

届   出   書 

令和  年  月  日 

  

   知事 殿 

届出者              

 
                譲渡及び譲受け 
 以下のとおり、国土交通大臣に 合     併 の認可の申請を行いましたの 
                分     割 

で届出をします。 

 

記 

１．届出者に関する事項 

名称  

許可番号  

許可を受けている

建設業 

 

 

２．譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する事項 

（１）譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人に関する事項 

名称  

許可番号  

許可を受けている

建設業 

 

（２）譲受人、合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は分割承継法人に関する事項 

名称  

許可番号  

許可を受けている 

建設業 

 

（３）その他 

認可の 

申請 

申請先の地方整備局等  

申請を行った日  

譲渡及び譲受け又は合併若しく

は分割の予定日 
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記載要領 

 「 

１            については、不要なものを消すこと。 

            」」  

２ ２．（２）について合併により設立される法人又は分割承継法人（新設分割により設立される

法人に限る。）である場合には、許可番号及び許可を受けている建設業については記載を要しな

い。 

３ ２．（１）又は（２）について届出者と同一である場合には、名称の欄に「届出者と同一」と

記載することで、２．（１）又は（２）の名称以外の部分については記載を要しない。 

譲渡及び譲受け 
合     併 
分     割 
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様式二十二号の十二（第十三条の三関係） 

 

届   出   書 

令和  年  月  日 

    知事 殿 

 

届出者              

 

 以下のとおり、国土交通大臣に相続の認可の申請を行いましたので、       

 

に関する事項について、届出をします。 

 

１．届出をする      に関する事項 

 

名称  

許可番号  

許可を受けている

建設業 

 

 

２．届出者に関する事項 

名称  

許可番号  

許可を受けている

建設業 

 

 

３．その他 

認可の申請 申請先の地方整備局等  

申請を行つた日  

被相続人の死亡日  

 

記載要領 

 

 １        については、不要なものを消すこと。 

 

２ １．の届出が相続人に関するものであるときは、２．の届出者に関する事項の記載は要し

ない。 

相 続 人 

被相続人 

 

相続人 

被相続人 

「相 続 人 

被相続人」 


